
 

 

 

 

 

 

 

配合飼料数量契約に係る畜産経営者の証拠書類について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              平成２５年１２月１２日 

 

 

 

     

 

 

 

 

   一般社団法人滋賀県配合飼料価格安定基金協会 

 

 

 



 

経過：畜産経営者でないのにかかわらず配合飼料数量契約をして、補てん金を
だまし取る事件が会計検査で発覚しました。このことから、平成２０年度か
ら数量契約する場合には、経営者であるための証明（販売証明）を添付す
ることが、義務づけられました。

 

添付がない場合は、畜産経営者とは見なされないため
契約ができないことになります。

 

 

  畜産農家を証明する販売証明について 

配合飼料数量契約書の契約数量の書類は、各荷受組合から特約店を介して回収しています。
回収時には、「配合飼料契約数量」の書類に販売証明の添付をお願いしています。この販売証
明で畜産経営者であることの証明をするためには、何時、誰に、何を、どれだけ販売したかが
分かるものが必要となります。

また、販売証明は個人経営の分かる資料であるため、重要な個人情報です。契約を締結す
るために添付すること以外には用いないことを条件に、ご協力くださるようお願い申し上げます。

なお、荷受組合、特約店を介して回収させて頂いておりますが、販売証明は直接当基金協
会に送付して頂く方法も可能です。その場合には、回収時に担当者にその旨を申し添えてくだ
さい。

 

 

                          

 

お願い ！！ 

平成２６年配合飼料契約事務の手続き 

販売証明の提出について 

 

お問い合わせ先 

一般社団法人滋賀県配合飼料価格安定基金協会 

住所：滋賀県近江八幡市鷹飼町北四丁目１２番地２ 

TEL:０７４８－３６－７０６５ 

FAX:０７４８－４３－０２５１ 

 

 

TEL:０７４８－３６－７０６５


配合飼料数量契約に係る販売証明の証拠書類を添付しなくてもよい場合について 

                                      一般社団法人滋賀県配合飼料価格安定基金協会 

効率化を図る内容 対象農家 必要な書類       記入注意事項 

１ 基金に加入している農家 

 

 

肉用牛肥育経営特別安定対策事業

（新マルキン、子牛基金） 

養豚経営安定対策事業 

 

 

別紙１ 

 

別紙１様式で提出するにあたっては、現地確認を

行うことを前提とします。別紙１様式の月日は農家

の記入日が現地確認日となるよう願います。記入に

あたっては、別紙２を参考にしてください。 

 なお、当基金協会が証明することになりますので、

荷受組合では「畜産経営者であることの確認」の印

鑑は不要です。 

２ 畜産農家の意向により 畜産経営者を証明するための販売

証明となる資料を直接、基金協会

に送付する農家 

 

別紙３ 

 

別紙３様式により、基金協会に連絡ください。当

基金協会から、資料の提出していただくよう連絡を

とり手続きを進めます。つきましては、農家に別紙

４の送り状をお渡し願います。 

なお、当基金協会が証明することになりますので、

荷受組合では「畜産経営者であることの確認」の印

鑑は不要です。 

 

 

 

 

 



（別紙１） 

 

                          平成  年  月  日 

 

一般社団法人滋賀県畜産振興協会 

会長 正田 忠一 様 

 

                 住 所                 

                                     

  

                氏 名             印   

 

   平成 26年度配合飼料数量契約に係る販売証明について（依頼） 

 

このたび、平成 26年度配合飼料数量契約するにあたり、「配合飼料契約数量」

の書類に販売証明書を添付することが必要となっています。 

つきましては、価格安定基金で取り扱う証拠書類として提出している販売証

明等の写しを一般社団法人滋賀県配合飼料価格安定基金協会に下記のとおり、

お渡しくださるようお願い申し上げます。 

 

記 

 

   １ 販売証明：直近の売買仕切り書、出荷証明書等の写し 

 

   ２ 部 数 ：１部   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

記入例 

（別紙２） 

 

 

 

 

                          平成  年  月  日 

 

一般社団法人滋賀県畜産振興協会 

会長 正田 忠一 様 

 

                 住 所                 

                                     

  

                氏 名             印   

 

   平成 26年度配合飼料数量契約に係る販売証明について（依頼） 

 

このたび、平成 26年度配合飼料数量契約するにあたり、「配合飼料契約数量」

の書類に販売証明書を添付することが必要となっています。 

つきましては、価格安定基金で取り扱う証拠書類として提出している販売証

明等の写しを一般社団法人滋賀県配合飼料価格安定基金協会に下記のとおり、

お渡しくださるようお願い申し上げます。 

 

記 

 

   １ 販売証明：直近の売買仕切り書、出荷証明書等の写し 

 

    ２ 部 数 ：１部   

 

  

 

 

営業マンが現地調査に出向いた日

で、本用紙を生産者に手渡し、記入

した日 

契約者本人の

氏名・捺印 

捺印のこと 

肉用牛肥育経営特別安定対策事業（新マルキン、子牛基金） 

養豚経営安定対策事業の対象者のみ 

「畜産経営者であることの確認」の印鑑は、当協会がすることに

なりますので、飼料荷受組合等は不要です。 

 



（別紙３） 

 

平成  年  月  日 

 

 

一般社団法人滋賀県配合飼料価格安定基金協会 

        事務局 あて 

 

                   団体名 

                   担当者名          印 

 

 

 平成 26年度配合飼料契約事務の手続きにおける 

畜産経営者を証明する販売証明の添付について 

 

 平成 26年度配合飼料契約事務において、畜産経営者を証明するための販売証

明について、下記の契約者は直接、貴基金協会に送付するとのことでありまし

たので、契約書の畜産経営者であることの証明については、貴基金協会でお願

いします。 

 なお、訪問調査において、家畜が飼育されていることを確認しましたので申

し添えます。   

 

記 

 

１ 氏   名                      

  

２ 住   所                       

  

３ 電話・携帯番号                    

  

４ 経営体      酪農、肉用牛、養豚、採卵鶏、肉用鶏 

             ＊いずれかに   を記入 

  

 

 

 



（別紙４） 

 

FAX送信 

 

平成  年  月  日 

 

一般社団法人滋賀県配合飼料価格安定基金協会 

       事 務 局 あて 

  （FAX ０７４８－４３－０２５１） 

                 

                   住 所              

                   氏 名              

 

 

平成 26年度配合飼料契約事務の手続きにおける 

畜産経営者を証明する販売証明の送付について 

 

このことについて、販売証明となる下記の資料を送付します。   

 

記 

 

    

 １ 資料(販売伝票等)                    

  

  ２ 経営体      酪農、肉用牛、養豚、採卵鶏、肉用鶏 

             ＊いずれかに   を記入 

 


